
0 0

0 0

分野１　道路 （１）歩行者、車いす利用者の視点に立った道路づくり

2
　簡易な歩道が
ある道路の整
備

　簡易な歩道がある準幹線道路のマウント
アップ歩道については、路面排水や歩道
が片側のみにあるか、または両側にあるか
などの状況、ガードレールの設置状況、自
動車交通量などを考慮し、可能な限り平坦
な歩道づくりに努め、道路の状況に応じた
歩道の高さについては、一定の基準を設
けることにより、車いすやシルバーカー、ベ
ビーカー利用者をはじめ、すべての歩行者
が安心して歩くことができる歩道づくりを進
めます。

　簡易な歩道については「東京都福祉のま
ちづくり条例施設整備マニュアル」に基づ
き、マウンドアップ歩道をセミフラット歩道に
改修するなど、車いすやシルバーカー、ベ
ビーカー利用者をはじめ、すべての歩行者
が安心して歩くことができる歩道づくりを進
めます。

0

1 　歩道の整備

　歩道確保が可能な幅員の道路について
は、「東京都福祉のまちづくり条例施設整
備マニュアル」に定められている整備基準
に基づき、高齢者や障害のある人等が支
障なく利用できる歩道づくりを進めます。

　歩道の整備が必要な道路については、
「東京都福祉のまちづくり条例施設整備マ
ニュアル」に定められている整備基準に基
づき、歩道づくりを進めます。

0

0
道路下水道課

3
　幅員の狭い生
活道路の整備

　歩車共存道路として、歩行者、車いす、
ベビーカー利用者等が安全で円滑に通行
できるよう、車両速度の抑制や、歩行者の
安全対策としてイメージハンプや注意喚起
などの路面標示、外側線の内側を彩色し
歩行空間を明示することなど、段差や支障
物をできるだけ設置しない方向での整備を
進めます。安全対策としての防護柵、カー
ブミラー、安全標識等は、車いす利用者の
通行にも考慮して設置します。

A、Bは実施内容
Ｃ、Ｄ、Eはその理由

施設等のバリアフリー

実績（令和３年度） 計画（令和４年度）

具体的な計画など

0 0

  第４期福生市バリアフリー推進計画＜21～25項＞
基本目標１

内容項目No. 計画（令和３年度） 所管課等

0

道路下水道課

　福生市狭あい道路整備要綱に基づき、拡
幅整備を進めます。歩行者の安全対策とし
て、路面標示、外側線の整備等に取り組み
ます。

0 0
道路下水道課

資料６
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道路下水道課
0 0

5
　休憩スポット、
ベンチ等の整備

　高齢者や障害のある人にとって、長い距
離を歩くことには困難が伴うため、沿道に
公園などが無い市の幹線道路には、休憩
スポット、ベンチ等の設置に努めます。

0 0

0 0

7
　道路標識等案
内表示の設置

　道路標識等案内表示については、歩行
者の安全確保を図るため、福生市公共サイ
ン整備方針等に基づき、見やすく、わかり
やすいものに整備します。

　歩行者の安全確保を図るため、福生市公
共サイン整備方針等に基づき、見やすく、
わかりやすいものに整備します。

0 0

No. 項目
実績（令和３年度） 計画（令和４年度）

6
　バリアフリー
対応型信号機
の整備

　高齢者や障害のある人等が道路を横断
するには危険を伴うため、音声式信号機や
色弱者にとって色の識別がしやすい信号
機の設置、車いす利用者や児童が利用し
やすい押しボタン式信号機の設置、押しボ
タンを押すことができない障害のある人等
のための交通弱者用信号機設置を東京都
に要望していきます。

　障害者団体等の要望により音響式や触れ
る程度の力で作動できるタッチ式信号機の
設置を要望していきます。 0 0

道路下水道課

0

4
　バス停留所の
整備

　高齢者や障害のある人、ベビーカー利用
者等のバスの乗り降りには、十分なスペー
スの確保と整備が必要であり、ノンステップ
バスやリフト付きバス等の車両の導入が進
められているため、バス停留所のバリアフ
リー化を推進します。なお、歩道幅員が不
十分な道路や歩道がない道路のバス停留
所については、現況に応じて対応可能な
バリアフリー化に努めます。

　歩道の改良にあわせてバス停留所のバリ
アフリー化を進めます。

0 0

0

道路下水道課
　市道整備の際に、道路用地にゆとりのある
場合は、休憩スポット、ベンチ等の設置につ
いて検討します。

内容 計画（令和３年度）

0 0

所管課等A、Bは実施内容
Ｃ、Ｄ、Eはその理由

具体的な計画など

道路下水道課
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9
　無電柱化の整
備

　道路上の電線類を地中に埋設し、電柱
や電線類をなくすことにより、災害時の電
柱倒壊をなくし、歩行者や車椅子利用者が
安全に通行しやすくなります。

8
　道路占有者、
市民への啓発

　電気通信・ガス・電力関連事業者などの
道路占用者や市民に、歩行者、車いす利
用者の視点に立った道路づくりへの協力を
要請します。

　電気通信・ガス・電力関連事業者などの道
路占用者や市民に、歩行者、車いす利用
者の視点に立った道路づくりへの協力を要
請します。

0 0

道路下水道課
0 0

No. 項目 内容 計画（令和３年度）
実績（令和３年度） 計画（令和４年度）

所管課等A、Bは実施内容
Ｃ、Ｄ、Eはその理由

0

　道路上の電線類を地中に埋設し、電柱や
電線類をなくすことにより、災害時の電柱倒
壊をなくし、歩行者や車椅子利用者が安全
に通行しやすくなるよう整備します。

道路下水道課

具体的な計画など

0 0

0
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2
　牛浜駅を中心
とする区域の整
備

　市民会館、中央図書館など公共施設へ
の経路や周辺の生活道路について、歩行
者安全対策、案内標識などの整備を行い、
わかりやすく、安全で快適な道路づくりを進
めます。

　歩行者安全対策、案内標識などの整備を
行い、わかりやすく、安全で快適な道路づく
りを進めます。

0 0

道路下水道課
0 0

1
　福生駅を中心
とする区域の整
備

　東西の駅前広場の整備や駅周辺の一体
的な面的整備、保健センターに至るまでの
富士見通りの整備を進めます。また、西口
から福生中央体育館までの経路や周辺の
生活道路については、中福生公園付近の
歩道改良を東京都に要望します。

　駅前や駅周辺の整備の際には、「東京都
福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル」
に基づき整備します。
　中福生公園付近の主要地方道立川・青梅
線（第29号）奥多摩街道の歩道改良整備に
ついては、整備方法等について東京都建
設局西多摩建設事務所に要望します。

0 0

道路下水道課
0 0

No. 項目 内容 計画（令和３年度）
実績（令和３年度） 計画（令和４年度）

所管課等A、Bは実施内容
Ｃ、Ｄ、Eはその理由

具体的な計画など

4
　熊川駅、東福
生駅を中心とす
る区域の整備

　駅舎の改良等は具体的な計画が未定で
あるため、周辺の道路状況を調査し、必要
に応じバリアフリー化、案内標識の設置な
ど現状で対応可能な整備を進めます。

　歩行者安全対策、案内標識などの整備を
行い、わかりやすく、安全で快適な道路づく
りを進めます。

0 0

道路下水道課
0 0

3
　拝島駅を中心
とする区域の整
備

　拝島駅への経路となる主要な市道のバリ
アフリー等を図っていきます。なお、それら
の道路の中には、幅員の関係で整備が困
難なものもありますが、現況に応じて工夫
し、可能な限り、歩行者や車いす利用者等
が通行しやすい道路整備に努めていきま
す。

　現況に応じて工夫し、可能な限り、歩行者
や車いす利用者等が通行しやすい道路整
備に努めていきます。

0

基本目標１ 施設等のバリアフリー

分野１　道路 （２）区域等を定めた道路づくり

0

道路下水道課
0 0

  第４期福生市バリアフリー推進計画＜21～25項＞
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4
　樹木、植栽等
の剪定

　樹木の枝や植栽などを宅地から道路側
に出さないよう、市民に定期的な樹木、植
栽等の刈り込みについて、協力を求めてい
きます。

　全国交通安全運動期間中の交通安全推
進委員会の立哨活動、また安全講習会を
開催し市民へ運転マナーの向上を呼びか
けます。

0 0
道路下水道課

0 0

2
　放置自転車等
の根絶

　道路及び歩道への自転車等の放置をな
くし、高齢者や障害のある人等の通行の妨
げとならないようＰＲします。
　特に福生駅周辺は、銀行や商店などへ
の来客の自転車と放置自転車等との区別
がつかない場合もあり、事業者の協力を得
ながら、駐輪マナーの徹底、放置自転車等
の根絶に努めていきます。

　シルバー人材センターによる放置自転車
撤去保管業務を実施します。駅前クリーン
キャンペーンを実施し自転車利用者及び駅
周辺の事業者に協力を呼びかけます。

0 0
道路下水道課

No. 項目 内容 計画（令和３年度）
実績（令和３年度） 計画（令和４年度）

所管課等A、Bは実施内容
Ｃ、Ｄ、Eはその理由

具体的な計画など

分野１　道路 （５）市民参加による道路のバリアフリー等

　樹木の枝や植栽などが宅地から道路側に
出ることで、歩道や視覚障害者誘導用ブ
ロックを害しないよう、市民に定期的な樹
木、植栽等の刈り込みの協力を求めていき
ます。

0 0

道路下水道課
0 0

3
　自動車の駐
車、停車及び運
転マナー

　歩道のない道路における自動車の走行
や駐車、停車にあたっては、道路交通法
(昭和35年法律第105号)その他関係法令
を遵守するとともに、市民の通行に配慮し
たやさしい運転マナーに努めるよう、福生
警察署並びに交通安全推進委員会、その
他関係機関と連携・協力し、ＰＲに努めてい
きます。

0 0

1
　看板、商品そ
の他物品の撤
去

　道路上に看板や商品その他物品を置か
ないよう、商店会等を通じて事業者に協力
を求めていきます。

　道路上に看板や商品その他物品を無断
で設置し、歩道の幅員や視覚障害者誘導
用ブロック等を支障しないよう、商店会等を
通じて事業者に協力を求めていきます。

0 0

道路下水道課
0 0

  第４期福生市バリアフリー推進計画＜21～25項＞
基本目標１ 施設等のバリアフリー
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  第４期福生市バリアフリー推進計画＜21～25項＞
基本目標１ 施設等のバリアフリー

分野１　道路 （６）その他の道路整備

1
　国道及び都道
のバリアフリー
整備を要請

　国道及び都道については、整備状況、今
後の整備計画等を把握のうえ、必要に応じ
て国や東京都に対し、道路のバリアフリー
整備を要請します。

　必要に応じて国や東京都に対し、道路の
バリアフリー整備を要請します。

0 0

道路下水道課
0 0

No. 項目 内容
実績（令和３年度） 計画（令和４年度）

計画（令和３年度） 所管課等A、Bは実施内容
Ｃ、Ｄ、Eはその理由

具体的な計画など
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  第４期福生市バリアフリー推進計画＜26～27項＞

1
　福生駅等の整
備

　福生駅は、市の中心の駅であり、市の顔
とも言えることから、西口周辺開発など駅周
辺の整備に合わせ更に整備を進めます。

　道路整備の際には、「東京都福祉のまち
づくり条例施設整備マニュアル」に基づき、
バリアフリー化や駅周辺道路の整備を進め
ます。

0 0

道路下水道課
0 0

基本目標１ 施設等のバリアフリー

分野２　駅 （１）駅の整備の推進

No. 項目 内容 計画（令和３年度）
実績（令和３年度） 計画（令和４年度）

所管課等A、Bは実施内容
Ｃ、Ｄ、Eはその理由

具体的な計画など

0 0

4 　熊川駅の整備
　必要に応じバリアフリー化、誘導標識の
設置など現状で対応可能な整備を進めま
す。

　ＪＲ各路線の沿線市町村で構成する協議
会等を通じて要請・要望を行います、

0 0

まちづくり計画
課0 0

0

道路下水道課
0 0

3
　東福生駅の整
備

　エレベーターの設置などバリアフリー化に
向けて検討を行います。

　ＪＲ各路線の沿線市町村で構成する協議
会等を通じて要請・要望を行うとともに、東
福生駅のバリアフリー化へ向け、令和２年度
実施の調査を基にＪＲと引き続き協議を行い
ます。

0 0

まちづくり計画
課0 0

2 　牛浜駅の整備

　市民会館や福生野球場、中央図書館な
どの市の主要な公共施設へのアクセス道
路のバリアフリー化や駅周辺道路の整備を
進めます。

　道路整備の際には、 「東京都福祉のまち
づくり条例施設整備マニュアル」に基づき、
市の主要な公共施設へのアクセス道路のバ
リアフリー化や駅周辺道路の整備を進めま
す。

0

5
　鉄道事業者へ
の要望、要請

　駅のバリアフリー化を進めるため、鉄道事
業者への継続した要望、要請に努めていき
ます。

　ＪＲ各路線の沿線市町村で構成する協議
会等を通じて要請・要望を行います、

0 0

まちづくり計画
課
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6
　バリアフリー
法に基づく基本
構想の作成

　駅周辺の一体的な市街地開発事業を計
画する場合などにおいては、バリアフリー
法に基づく「基本構想」を作成し、駅及び
周辺道路、広場等の重点的なバリアフリー
等を推進します。

　「基本構想」を作成する際には、関係部署
と連携し、バリアフリー等を推進します。

0 0

社会福祉課
0 0

内容 計画（令和３年度）
実績（令和３年度）

No. 項目 A、Bは実施内容
Ｃ、Ｄ、Eはその理由

具体的な計画など

　福生駅西口再開発事業においては事業
者選定にあたり、「バリアフリー法」、「東京
都福祉のまちづくり条例施設整備マニュア
ル」等を遵守する旨を記載した要求水準書
を選定審査委員会事務局へ送付します。

0 0

まちづくり計画
課0 0

計画（令和４年度）
所管課等
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0

0 0

0

0 0

【福祉センター】
　実施済みです。
　修繕などを行う際には、本計画の内容に
基づき実施できるよう課内で周知徹底を図り
ます。

0 0

（介護福祉課）

1
　敷地内通路の
整備

　高齢者や障害のある人等が道路から建
物の入口に円滑に到達できるよう、敷地内
通路を整備します。

　既存通路の維持管理を行います。

0

　敷地内通路整備済のため、改修等の計画
はありません。

0 0

（環境課）

≪リサイクルセ
ンター係≫

0 0

  第４期福生市バリアフリー推進計画＜28～32項＞
基本目標１ 施設等のバリアフリー

（１）施設・設備の設置及び改修等分野３　建築物

　庁舎及びもくせい会館は、道路から建物
入口付近にかけ、バリアフリー設計になって
おり、円滑に到達できるよう整備されている
ことから、本年度中には計画の対象となる事
業を行う予定はありません。
　本年度は通行に支障がないよう日常的に
点検を実施し、維持管理に努めます。

0 0

（契約管財課）
0

（協働推進課）
0

具体的な計画など
計画（令和３年度）

実績（令和３年度） 計画（令和４年度）
所管課等A、Bは実施内容

Ｃ、Ｄ、Eはその理由

0 0

No. 項目 内容

0

　障害者が建物の入口に円滑に到達できる
よう、敷地内通路の維持管理に努めます。

0 0

（障害福祉課）

　個別施設計画に記載されているユニバー
サルデザイン化の推進方針を踏まえ、施設
の更新や今後の改修に合わせて、バリアフ
リー整備を推進します。

0 0

施設所管課

（行政管理課）
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　本年度中に対象となる箇所はありません。
対象となる事業が行われる際には、実施で
きるように他部署と連携いたします。

0 0

（子ども家庭支
援課）

0 0

（健康課）
0

　平成29年度に建築した防災食育センター
は整備済です。今後良好な維持管理に努
めます。

0 0

（教育支援課）
0 0

　学校施設については、各小中学校及び施
設公園課と連携し、バリアフリー対応となっ
ているところの維持管理を行います。
　また、バリアフリー整備が行えていない場
所については、大規模改修時等に一体的
な整備を行います。

0

0 0

【西口再開発】
　事業者選定にあたり、「バリアフリー法」、
「東京都福祉のまちづくり条例施設整備マ
ニュアル」等を遵守する旨を記載した要求
水準書を選定審査委員会事務局へ送付し
ます。また、公益施設の設置にあたり、所管
課と調整し、基準を満たしているか経過観
察をします。

0

　本年度中には計画の対象となる事業が行
われる予定はありません。
　対象となる事業が行われる際には、本計
画の内容に基づき実施できるよう課内で周
知徹底を図ります。
　また、本計画に基づく整備等をする必要
のある個所がないかの状況把握を行いま
す。

0 0

（生涯学習推進
課）0 0

0

0

0 0

（まちづくり計画
課）0 0

　本年度中には計画の対象となる事業が行
われる予定はありません。
対象となる事業が行われる際には、本計画
の内容に基づき実施できるよう課内で周知
徹底を図ります。
　また、本計画に基づく整備等をする必要
のある個所がないかの状況把握を行いま
す。

0

（教育総務課）

No. 項目 内容 計画（令和３年度）
実績（令和３年度） 計画（令和４年度）

所管課等A、Bは実施内容
Ｃ、Ｄ、Eはその理由

具体的な計画など

1
　敷地内通路の
整備

　高齢者や障害のある人等が道路から建
物の入口に円滑に到達できるよう、敷地内
通路を整備します。
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0 0

　本年度中には計画の対象となる事業が行
われる予定はありません。
　対象となる事業が行われる際には、本計
画の内容に基づき実施できるよう課内で周
知徹底を図ります。

0 0

（公民館）
0 0

　本年度中には計画の対象となる事業が行
われる予定はありません。
　大規模改修など対象となる事業が行われ
る際には、本計画の内容に基づき検討して
まいります。

0 0

（スポーツ推進
課）0 0

No. 項目 内容 計画（令和３年度）

1
　敷地内通路の
整備

　高齢者や障害のある人等が道路から建
物の入口に円滑に到達できるよう、敷地内
通路を整備します。

　庁舎及びもくせい会館の建物入口近くに
障害者用駐車スペースを確保し、車いす利
用者が安全に支障なく駐車場を利用できる
ようにします。

0 0

（契約管財課）
0 0

2
　障害者用駐車
スペース等の確
保

　建物入口近くに障害者用駐車スペース
等を確保し、車いす利用者が安全に支障
なく駐車場を利用できるようにします。

実績（令和３年度） 計画（令和４年度）
所管課等A、Bは実施内容

Ｃ、Ｄ、Eはその理由
具体的な計画など

　個別施設計画に記載されているユニバー
サルデザイン化の推進方針を踏まえ、施設
の更新や今後の改修に合わせて、バリアフ
リー整備を推進します。

0 0

施設所管課

（行政管理課）0 0

　中央図書館改良工事を実施するにあた
り、必要なバリアフリーの内容を踏まえるよ
う、設計委託業者と調整します。

0 0

施設公園課

≪建築営繕グ
ループ≫

0 0

　中央図書館改良事業の実施設計におい
て、設計業者や施設公園課と本計画の内
容に基づく整備を協議します。

0 0

（図書館）
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（協働推進課）
0 0

　障害者用駐車スペース確保済のため、改
修等の計画はありません。

0 0

（環境課）

≪リサイクルセ
ンター係≫

0 0

A、Bは実施内容
Ｃ、Ｄ、Eはその理由

具体的な計画など

（子ども家庭支
援課）0

　障害者用駐車
スペース等の確
保

　建物入口近くに障害者用駐車スペース
等を確保し、車いす利用者が安全に支障
なく駐車場を利用できるようにします。

　本年度中には計画の対象となる事業が行
われる予定はありません。
対象となる事業が行われる際には、本計画
の内容に基づき実施できるよう課内で周知
徹底を図ります。
　また、本計画に基づく整備等をする必要
のある個所がないかの状況把握を行いま
す。

0 0

（健康課）
0 0

【福祉センター】
　実施済みです。
　修繕などを行う際には、本計画の内容に
基づき実施できるよう課内で周知徹底を図り
ます。

0 0

（介護福祉課）
0 0

　車いす利用者が安全に支障なく駐車場を
利用できるように、継続して障害者用駐車ス
ペース等を確保していきます。

0 0

（障害福祉課）
0 0

　本年度中には計画の対象となる事業が行
われる予定はありません。
　対象となる事業が行われる際には、本計
画の内容に基づき実施できるよう課内で周
知徹底を図ります。

0 0

0

2

　障害者専用スペースは確保されていま
す。新たに設けることは想定していません。

0 0

No. 項目 内容 計画（令和３年度）
実績（令和３年度） 計画（令和４年度）

所管課等

12 / 55 ページ



　学校施設については、各小中学校及び施
設公園課と連携し、バリアフリー対応となっ
ているところの維持管理を行います。
　また、バリアフリー整備が行えていない場
所については、大規模改修時等に一体的
な整備を行います。

0 0

（教育総務課）
0 0

【西口再開発】
　事業者選定にあたり、「バリアフリー法」、
「東京都福祉のまちづくり条例施設整備マ
ニュアル」等を遵守する旨を記載した要求
水準書を選定審査委員会事務局へ送付し
ます。また、公益施設の設置にあたり、所管
課と調整し、基準を満たしているか経過観
察をします。

0 0

（まちづくり計画
課）0 0

　本年度中には計画の対象となる事業が行
われる予定はありません。
　大規模改修など対象となる事業が行われ
る際には、本計画の内容に基づき検討して
まいります。

0

（教育支援課）

No. 項目 内容 計画（令和３年度）
実績（令和３年度） 計画（令和４年度）

所管課等A、Bは実施内容
Ｃ、Ｄ、Eはその理由

具体的な計画など

0 0

（スポーツ推進
課）0 0

　平成29年度に建築した防災食育センター
は整備済です。今後良好な維持管理に努
めます。

0

　本年度中には計画の対象となる事業が行
われる予定はありません。
　対象となる事業が行われる際には、本計
画の内容に基づき実施できるよう課内で周
知徹底を図ります。
　また、本計画に基づく整備等をする必要
のある個所がないかの状況把握を行いま
す。

（生涯学習推進
課）0 0

0 0

　本年度中には計画の対象となる事業が行
われる予定はありません。
　対象となる事業が行われる際には、本計
画の内容に基づき実施できるよう課内で周
知徹底を図ります。

0 0

（公民館）
0 0

2
　障害者用駐車
スペース等の確
保

　建物入口近くに障害者用駐車スペース
等を確保し、車いす利用者が安全に支障
なく駐車場を利用できるようにします。 0 0
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　庁舎及びもくせい会館は、建物入口や通
路の段差は解消されており、トイレ、スロー
プ等には手すりが設置され、バリアフリー設
計になっていることから、本年度中には計画
の対象となる事業が行う予定はありません。
　本年度は破損の把握等、日常的に点検を
実施し維持管理に努めます。

0 0

（契約管財課）
0 0

　本年度中には計画の対象となる事業が行
われる予定はありません。
　対象となる事業が行われる際には、本計
画の内容に基づき実施できるよう課内で周
知徹底を図り、整備等をする必要のある個
所がないかの状況把握を行います。

0 0

（環境課）

≪リサイクルセ
ンター係≫

0 0

　個別施設計画に記載されているユニバー
サルデザイン化の推進方針を踏まえ、施設
の更新や今後の改修に合わせて、バリアフ
リー整備を推進します。

0 0

施設所管課

（行政管理課）0 0

　中央図書館改良工事を実施するにあた
り、必要なバリアフリーの内容を踏まえるよ
う、設計委託業者と調整します。

0 0

施設公園課

≪建築営繕グ
ループ≫

0 0

No. 項目 内容 計画（令和３年度）
実績（令和３年度） 計画（令和４年度）

所管課等A、Bは実施内容
Ｃ、Ｄ、Eはその理由

具体的な計画など

　中央図書館改良事業の実施設計におい
て、設計業者や施設公園課と本計画の内
容に基づく整備を協議します。

0 0

（図書館）
0 0

2
　障害者用駐車
スペース等の確
保

　建物入口近くに障害者用駐車スペース
等を確保し、車いす利用者が安全に支障
なく駐車場を利用できるようにします。

0 0

（環境課）

≪ごみ対策係
≫

0 0

3
　段差の解消及
び手すりの設置

　建物入口や通路の段差は、早急に解消
します。また、廊下やトイレ、スロープ等に
は、左右に手すりを設置します。

　本年度中には計画の対象となる事業が行
われる予定はありません。
　対象となる事業が行われる際には、本計
画の内容に基づき実施できるよう課内で周
知徹底を図り、整備等をする必要のある個
所がないかの状況把握を行います。
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　本年度中に対象となる箇所はありません。
対象となる事業が行われる際には、実施で
きるように他部署と連携いたします。

0 0

（子ども家庭支
援課）0 0

　本年度中には計画の対象となる事業が行
われる予定はありません。
対象となる事業が行われる際には、本計画
の内容に基づき実施できるよう課内で周知
徹底を図ります。
　また、本計画に基づく整備等をする必要
のある個所がないかの状況把握を行いま
す。

0 0

【西口再開発】
　事業者選定にあたり、「バリアフリー法」、
「東京都福祉のまちづくり条例施設整備マ
ニュアル」等を遵守する旨を記載した要求
水準書を選定審査委員会事務局へ送付し
ます。また、公益施設の設置にあたり、所管
課と調整し、基準を満たしているか経過観
察をします。

0 0

（まちづくり計画
課）0 0

（健康課）
0 0

【福祉センター】
　実施済みです。
　修繕などを行う際には、本計画の内容に
基づき実施できるよう課内で周知徹底を図り
ます。

0 0

（介護福祉課）
0 0

　段差のない通路及び手すりの維持管理に
努めます。

0 0

（障害福祉課）
0 0

No. 項目 内容 計画（令和３年度）
実績（令和３年度） 計画（令和４年度）

所管課等A、Bは実施内容
Ｃ、Ｄ、Eはその理由

具体的な計画など

3
　段差の解消及
び手すりの設置

　建物入口や通路の段差は、早急に解消
します。また、廊下やトイレ、スロープ等に
は、左右に手すりを設置します。

　これらの既存設備の維持管理を行いま
す。

0 0

（協働推進課）
0 0
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0

　中央図書館改良事業の実施設計におい
て、設計業者や施設公園課と本計画の内
容に基づく整備を協議します。

0 0

（図書館）
0 0

　本年度中には計画の対象となる事業が行
われる予定はありません。
　対象となる事業が行われる際には、本計
画の内容に基づき実施できるよう課内で周
知徹底を図ります。

0 0

（公民館）
0 0

　本年度中には計画の対象となる事業が行
われる予定はありません。
　大規模改修など対象となる事業が行われ
る際には、本計画の内容に基づき検討して
まいります。

0 0

（スポーツ推進
課）0 0

　本年度中には計画の対象となる事業が行
われる予定はありません。
　対象となる事業が行われる際には、本計
画の内容に基づき実施できるよう課内で周
知徹底を図ります。
　また、本計画に基づく整備等をする必要
のある個所がないかの状況把握を行いま
す。

0 0

（生涯学習推進
課）0 0

　平成29年度に建築した防災食育センター
は通路を除き整備済です。今後良好な維持
管理に努めます。通路については、現在計
画の対象となる事業はありませんが、今後
対象となる事業が行われる際には、本計画
の内容に基づき実施できるよう課内で周知
を図ります。

0 0

（教育支援課）
0 0

　学校施設については、各小中学校及び施
設公園課と連携し、バリアフリー対応となっ
ているところの維持管理を行います。
　また、バリアフリー整備が行えていない場
所については、大規模改修時等に一体的
な整備を行います。

0 0

（教育総務課）

No. 項目 内容 計画（令和３年度）
実績（令和３年度） 計画（令和４年度）

所管課等A、Bは実施内容
Ｃ、Ｄ、Eはその理由

具体的な計画など

0

3
　段差の解消及
び手すりの設置

　建物入口や通路の段差は、早急に解消
します。また、廊下やトイレ、スロープ等に
は、左右に手すりを設置します。
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　本年度中には計画の対象となる事業が行
われる予定はありません。
　対象となる事業が行われる際には、本計
画の内容に基づき実施できるよう課内で周
知徹底を図ります。

0 0

（協働推進課）
0 0

　本年度中には計画の対象となる事業が行
われる予定はありません。
　対象となる事業が行われる際には、本計
画の内容に基づき実施できるよう課内で周
知徹底を図り、整備等をする必要のある個
所がないかの状況把握を行います。

0 0

（環境課）

≪リサイクルセ
ンター係≫

0 0

0 0

　個別施設計画に記載されているユニバー
サルデザイン化の推進方針を踏まえ、施設
の更新や今後の改修に合わせて、バリアフ
リー整備を推進します。

0 0

施設所管課

（行政管理課）0 0

　中央図書館改良工事を実施するにあた
り、必要なバリアフリーの内容を踏まえるよ
う、設計委託業者と調整します。

0 0

施設公園課

≪建築営繕グ
ループ≫

0 0

　庁舎及びもくせい会館は、誰もが支障なく
利用できるだれでもトイレを設置し、分かり
やすい表示板の設置、ベビーベッドを併設
する等、バリアフリー設計になっていることか
ら、本年度中に計画の対象となる事業を行
う予定はありません。
　本年度は破損の把握等、日常的に点検を
実施し維持管理に努めます。

0 0

（契約管財課）

　建物入口や通路の段差は、早急に解消
します。また、廊下やトイレ、スロープ等に
は、左右に手すりを設置します。

No. 項目 内容 計画（令和３年度）
実績（令和３年度） 計画（令和４年度）

所管課等A、Bは実施内容
Ｃ、Ｄ、Eはその理由

具体的な計画など

4 　トイレの整備

　施設には、車いす利用者や乳幼児を連
れた人などが支障なく利用できるよう、だれ
でもトイレを設置します。また、利用者が分
かりやすいように、だれでもトイレの表示板
も設置していきます。また、既設の障害者
用トイレには、ベビーチェア、ベビーベッド
を併設していきます。
　一般用トイレの便器のうち最低ひとつは
腰掛け式（洋式）とし、男子小便器を設ける
場合、最低ひとつは床置式のもの(便器の
位置が通常より低い位置にあるもの)を設置
します。

3
　段差の解消及
び手すりの設置
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No. 項目

【西口再開発】
　事業者選定にあたり、「バリアフリー法」、
「東京都福祉のまちづくり条例施設整備マ
ニュアル」等を遵守する旨を記載した要求
水準書を選定審査委員会事務局へ送付し
ます。また、公益施設の設置にあたり、所管
課と調整し、基準を満たしているか経過観
察をします。

0 0

　学校施設については、各小中学校及び施
設公園課と連携し、バリアフリー対応となっ
ているところの維持管理を行います。
　また、バリアフリー整備が行えていない場
所については、大規模改修時等に一体的
な整備を行います。

0 0

（教育総務課）
0 0

（まちづくり計画
課）0 0

　本年度中には計画の対象となる事業が行
われる予定はありません。保健センターでは
乳幼児向け事業が多数実施されるため、授
乳室及びおむつ替えベッド等を継続して設
置するとともに、また、本計画に基づく整備
等をする必要のある個所がないかの状況把
握を行います。

0 0

（健康課）
0 0

0 0

（子ども家庭支
援課）

0 0

　すでに整備済みで、本年度中に対象とな
る箇所はありません。

【福祉センター】
　実施済みです。
　修繕などを行う際には、本計画の内容に
基づき実施できるよう課内で周知徹底を図り
ます。

0 0

（介護福祉課）
0 0

内容 計画（令和３年度）
実績（令和３年度） 計画（令和４年度）

所管課等A、Bは実施内容
Ｃ、Ｄ、Eはその理由

具体的な計画など

　障害者等が支障なく利用できるトイレの維
持管理に努めます。

0 0

（障害福祉課）
0 0

4 　トイレの整備

　施設には、車いす利用者や乳幼児を連
れた人などが支障なく利用できるよう、だれ
でもトイレを設置します。また、利用者が分
かりやすいように、だれでもトイレの表示板
も設置していきます。また、既設の障害者
用トイレには、ベビーチェア、ベビーベッド
を併設していきます。
　一般用トイレの便器のうち最低ひとつは
腰掛け式（洋式）とし、男子小便器を設ける
場合、最低ひとつは床置式のもの(便器の
位置が通常より低い位置にあるもの)を設置
します。

18 / 55 ページ



　中央図書館改良事業の実施設計におい
て、設計業者や施設公園課と本計画の内
容に基づく整備を協議します。

0 0

（図書館）
0 0

　本年度中には計画の対象となる事業が行
われる予定はありません。
　大規模改修など対象となる事業が行われ
る際には、本計画の内容に基づき検討して
まいります。

0 0

（スポーツ推進
課）0 0

　本年度中には計画の対象となる事業が行
われる予定はありません。
　対象となる事業が行われる際には、本計
画の内容に基づき実施できるよう課内で周
知徹底を図ります。

0 0

（公民館）
0 0

　中央図書館改良工事を実施するにあた
り、必要なバリアフリーの内容を踏まえるよ
う、設計委託業者と調整します。

0 0

施設公園課

≪建築営繕グ
ループ≫

0 0

所管課等A、Bは実施内容
Ｃ、Ｄ、Eはその理由

具体的な計画など

　平成29年度に建築した防災食育センター
は整備済です。今後良好な維持管理に努
めます。

0 0

（教育支援課）
0 0

No. 項目 内容 計画（令和３年度）

　本年度中には計画の対象となる事業が行
われる予定はありません。
　対象となる事業が行われる際には、本計
画の内容に基づき実施できるよう課内で周
知徹底を図ります。
　また、本計画に基づく整備等をする必要
のある個所がないかの状況把握を行いま
す。

0 0

（生涯学習推進
課）0 0

実績（令和３年度） 計画（令和４年度）

4 　トイレの整備

　施設には、車いす利用者や乳幼児を連
れた人などが支障なく利用できるよう、だれ
でもトイレを設置します。また、利用者が分
かりやすいように、だれでもトイレの表示板
も設置していきます。また、既設の障害者
用トイレには、ベビーチェア、ベビーベッド
を併設していきます。
　一般用トイレの便器のうち最低ひとつは
腰掛け式（洋式）とし、男子小便器を設ける
場合、最低ひとつは床置式のもの(便器の
位置が通常より低い位置にあるもの)を設置
します。

19 / 55 ページ



0 0

　個別施設計画に記載されているユニバー
サルデザイン化の推進方針を踏まえ、施設
の更新や今後の改修に合わせて、バリアフ
リー整備を推進します。

0 0

施設所管課

（行政管理課）0 0

　庁舎及びもくせい会館の出入口付近、ま
た建物内随所に案内表示を設置し、目的の
場所へ到達できるよう努めます。
　階段の点状ブロックは整備済ですので、
日常的に点検を実施し維持管理に努めま
す。

0

　これらの既存設備の維持管理を行いま
す。

0 0

　本年度中には計画の対象となる事業が行
われる予定はありません。
　対象となる事業が行われる際には、本計
画の内容に基づき実施できるよう課内で周
知徹底を図り、整備等をする必要のある個
所がないかの状況把握を行います。

0 0

（環境課）

≪リサイクルセ
ンター係≫

0 0

（障害福祉課）
0 0

No. 項目 内容 計画（令和３年度）
実績（令和３年度） 計画（令和４年度）

所管課等A、Bは実施内容
Ｃ、Ｄ、Eはその理由

具体的な計画など

5
　標示・誘導の
改善

　高齢者や障害のある人等が道路から施
設の目的の場所へ円滑に到達できるよう、
だれもがわかりやすい案内表示、誘導ブ
ロックなどの設置に努めます。
　また、階段の点状ブロックについては、順
次整備します。

0 0

　障害者等が施設を支障なく利用できるよ
う、案内表示、誘導ブロック等の維持管理に
努めます。

0 0

0

（契約管財課）
0 0

　本年度中には計画の対象となる事業が行
われる予定はありません。
　対象となる事業が行われる際には、本計
画の内容に基づき実施できるよう課内で周
知徹底を図り、整備等をする必要のある個
所がないかの状況把握を行います。

0 0

（協働推進課）

（環境課）

≪ごみ対策係
≫
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0 0

0

（健康課）
0 0

【福祉センター】
　実施済みです。
　修繕などを行う際には、本計画の内容に
基づき実施できるよう課内で周知徹底を図り
ます。

0 0

（介護福祉課）

　本年度中に対象となる箇所はありません。
対象となる事業が行われる際には、実施で
きるように他部署と連携いたします。

0 0

（子ども家庭支
援課）0 0

【西口再開発】
　事業者選定にあたり、「バリアフリー法」、
「東京都福祉のまちづくり条例施設整備マ
ニュアル」等を遵守する旨を記載した要求
水準書を選定審査委員会事務局へ送付し
ます。また、公益施設の設置にあたり、所管
課と調整し、基準を満たしているか経過観
察をします。

0 0

（まちづくり計画
課）0 0

No. 項目 内容 計画（令和３年度）
実績（令和３年度） 計画（令和４年度）

所管課等A、Bは実施内容
Ｃ、Ｄ、Eはその理由

具体的な計画など

5
　標示・誘導の
改善

　高齢者や障害のある人等が道路から施
設の目的の場所へ円滑に到達できるよう、
だれもがわかりやすい案内表示、誘導ブ
ロックなどの設置に努めます。
　また、階段の点状ブロックについては、順
次整備します。

　学校施設については、各小中学校及び施
設公園課と連携し、バリアフリー対応となっ
ているところの維持管理を行います。
　また、バリアフリー整備が行えていない場
所については、大規模改修時等に一体的
な整備を行います。

0 0

（教育総務課）
0 0

　平成29年度に建築した防災食育センター
は整備済です。今後良好な維持管理に努
めます。

0 0

（教育支援課）
0 0

　本年度中には計画の対象となる事業が行
われる予定はありません。
対象となる事業が行われる際には、本計画
の内容に基づき実施できるよう課内で周知
徹底を図ります。
　また、本計画に基づく整備等をする必要
のある個所がないかの状況把握を行いま
す。

0
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　本年度中には計画の対象となる事業が行
われる予定はありません。
　対象となる事業が行われる際には、本計
画の内容に基づき実施できるよう課内で周
知徹底を図ります。
　また、本計画に基づく整備等をする必要
のある個所がないかの状況把握を行いま
す。

0 0

（生涯学習推進
課）0 0

　本年度中には計画の対象となる事業が行
われる予定はありません。
　大規模改修など対象となる事業が行われ
る際には、本計画の内容に基づき検討して
まいります。

0 0

（スポーツ推進
課）0 0

　本年度中には計画の対象となる事業が行
われる予定はありません。
　対象となる事業が行われる際には、本計
画の内容に基づき実施できるよう課内で周
知徹底を図ります。

0 0

（公民館）
0 0

　中央図書館改良事業の実施設計におい
て、設計業者や施設公園課と本計画の内
容に基づく整備を協議します。

0 0

（図書館）
0 0

0

No. 項目 内容 計画（令和３年度）
実績（令和３年度） 計画（令和４年度）

所管課等A、Bは実施内容
Ｃ、Ｄ、Eはその理由

具体的な計画など

5
　標示・誘導の
改善

　高齢者や障害のある人等が道路から施
設の目的の場所へ円滑に到達できるよう、
だれもがわかりやすい案内表示、誘導ブ
ロックなどの設置に努めます。
　また、階段の点状ブロックについては、順
次整備します。

　中央図書館改良工事を実施するにあた
り、必要なバリアフリーの内容を踏まえるよ
う、設計委託業者と調整します。

0 0

施設公園課

≪建築営繕グ
ループ≫

0
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【福祉センター】
　実施済みです。
　修繕などを行う際には、本計画の内容に
基づき実施できるよう課内で周知徹底を図り
ます。

0 0

（介護福祉課）
0 0

0 0

　出入口の自動ドアの維持管理に努めま
す。

0 0

　個別施設計画に記載されているユニバー
サルデザイン化の推進方針を踏まえ、施設
の更新や今後の改修に合わせて、バリアフ
リー整備を推進します。

0 0

施設所管課

（行政管理課）0 0

6
　出入口(主要
な出入口)の整
備

　現在手動式となっている施設の主要な出
入口については、順次、自動ドアを設置し
ます。
　また、その他の出入口についても、大規
模改修を行う場合、最低１か所に自動ドア
を設置します。

　主要な出入口には自動ドアが設置されて
います。
　その他については、本年度中に計画の対
象となる事業が行われる予定はありません。
　対象となる事業が行われる際には、本計
画の内容に基づき実施できるよう課内で周
知徹底を図ります。

0 0

（協働推進課）
0 0

　庁舎及びもくせい会館の主要な出入口は
自動ドアを設置していることから、本年度中
に計画の対象となる事業を行う予定はありま
せん。
　本年度は、日常的に点検を実施し維持管
理に努めます。

0 0

（契約管財課）
0 0

　自動ドア設置済のため、改修等の計画は
ありません。

0 0

（環境課）

≪リサイクルセ
ンター係≫

6
　出入口(主要
な出入口)の整
備

　現在手動式となっている施設の主要な出
入口については、順次、自動ドアを設置し
ます。
　また、その他の出入口についても、大規
模改修を行う場合、最低１か所に自動ドア
を設置します。

No. 項目 内容 計画（令和３年度）
実績（令和３年度） 計画（令和４年度）

所管課等A、Bは実施内容
Ｃ、Ｄ、Eはその理由

具体的な計画など

（障害福祉課）
0 0
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　保健センターの市民が利用する出入口は
自動ドアであるため、今後も安全に利用で
きるよう定期的に点検を実施します。

0 0

（健康課）
0 0

　すでに整備済みで、本年度中に対象とな
る箇所はありません。

0 0

（子ども家庭支
援課）0 0

計画（令和３年度）
実績（令和３年度） 計画（令和４年度）

所管課等A、Bは実施内容
Ｃ、Ｄ、Eはその理由

具体的な計画など

【西口再開発】
　事業者選定にあたり、「バリアフリー法」、
「東京都福祉のまちづくり条例施設整備マ
ニュアル」等を遵守する旨を記載した要求
水準書を選定審査委員会事務局へ送付し
ます。また、公益施設の設置にあたり、所管
課と調整し、基準を満たしているか経過観
察をします。

0 0

（まちづくり計画
課）0 0

　学校施設については、各小中学校及び施
設公園課と連携し、バリアフリー対応となっ
ているところの維持管理を行います。
　また、バリアフリー整備が行えていない場
所については、大規模改修時等に一体的
な整備を行います。

0 0

（教育総務課）
0 0

　平成29年度に建築した防災食育センター
は整備済です。今後良好な維持管理に努
めます。

0 0

（教育支援課）
0 0

0

No. 項目 内容

6
　出入口(主要
な出入口)の整
備

　現在手動式となっている施設の主要な出
入口については、順次、自動ドアを設置し
ます。
　また、その他の出入口についても、大規
模改修を行う場合、最低１か所に自動ドア
を設置します。

　本年度中には計画の対象となる事業が行
われる予定はありません。
　対象となる事業が行われる際には、本計
画の内容に基づき実施できるよう課内で周
知徹底を図ります。
　また、本計画に基づく整備等をする必要
のある個所がないかの状況把握を行いま
す。

0 0

（生涯学習推進
課）0
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0

　本年度中には計画の対象となる事業が行
われる予定はありません。
　大規模改修など対象となる事業が行われ
る際には、本計画の内容に基づき検討して
まいります。

0 0

（スポーツ推進
課）0 0

　本年度中には計画の対象となる事業が行
われる予定はありません。
　対象となる事業が行われる際には、本計
画の内容に基づき実施できるよう課内で周
知徹底を図ります。

0 0

（公民館）
0 0

　個別施設計画に記載されているユニバー
サルデザイン化の推進方針を踏まえ、施設
の更新や今後の改修に合わせて、バリアフ
リー整備を推進します。

0 0

施設所管課

（行政管理課）0 0

　庁舎及びもくせい会館はエレベーターが
設置されていることから、本年度に計画の対
象となる事業を行う予定はありません。
　本年度は、日常的にエレベーター保守事
業者により点検を実施し、維持管理に努め
ます。

0 0

（契約管財課）
0

　中央図書館改良事業の実施設計におい
て、設計業者や施設公園課と本計画の内
容に基づく整備を協議します。

0 0

（図書館）

No. 項目 内容 計画（令和３年度）
実績（令和３年度） 計画（令和４年度）

所管課等A、Bは実施内容
Ｃ、Ｄ、Eはその理由

具体的な計画など

6
　出入口(主要
な出入口)の整
備

　現在手動式となっている施設の主要な出
入口については、順次、自動ドアを設置し
ます。
　また、その他の出入口についても、大規
模改修を行う場合、最低１か所に自動ドア
を設置します。

0 0

　中央図書館改良工事を実施するにあた
り、必要なバリアフリーの内容を踏まえるよ
う、設計委託業者と調整します。

0 0

施設公園課

≪建築営繕グ
ループ≫

0

7
　エレベーター
の整備

　エレベーターの設置については、今後の
施設の改修計画に合わせ、施設の状況に
応じた整備を進めます。

0
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　本年度中には計画の対象となる事業が行
われる予定はありません。
　今後の施設の改修計画に合わせ、施設の
状況に応じた整備を進めます。

0 0

（環境課）

≪リサイクルセ
ンター係≫

0 0

　既設のエレベーターについて、保守点検
を委託により実施します。

0 0

（協働推進課）
0 0

　エレベーターの維持管理に努めます。

0 0

（障害福祉課）
0 0

【福祉センター】
　実施済みです。
　修繕などを行う際には、本計画の内容に
基づき実施できるよう課内で周知徹底を図り
ます。

0 0

（介護福祉課）
0 0

0 0

No. 項目 内容 計画（令和３年度）
実績（令和３年度） 計画（令和４年度）

所管課等A、Bは実施内容
Ｃ、Ｄ、Eはその理由

具体的な計画など

7
　エレベーター
の整備

　エレベーターの設置については、今後の
施設の改修計画に合わせ、施設の状況に
応じた整備を進めます。

　保健センターにはｴﾚﾍﾞｰﾀｰが既に設置さ
れているため、今後も安全に利用できるよう
定期的に点検を実施します。

0 0

（健康課）
0 0

　すでに整備済みで、本年度中に対象とな
る箇所はありません。

0 0

（子ども家庭支
援課）
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　平成29年度に建築した防災食育センター
は整備済です。今後良好な維持管理に努
めます。

0 0

（教育支援課）
0 0

　本年度中には計画の対象となる事業が行
われる予定はありません。
　対象となる事業が行われる際には、本計
画の内容に基づき実施できるよう課内で周
知徹底を図ります。

0 0

（公民館）
0 0

【西口再開発】
　事業者選定にあたり、「官庁施設のユニ
バーサルデザインに関する基準」等を遵守
する旨を記載した要求水準書を選定審査
委員会事務局へ送付します。また、公益施
設の設置にあたり、所管課と調整し、基準を
満たしているか経過観察をします。

0 0

（まちづくり計画
課）0 0

0 0

（スポーツ推進
課）0 0

　本年度中には計画の対象となる事業が行
われる予定はありません。
　対象となる事業が行われる際には、本計
画の内容に基づき実施できるよう課内で周
知徹底を図ります。
　また、本計画に基づく整備等をする必要
のある個所がないかの状況把握を行いま
す。

0

　本年度中には計画の対象となる事業が行
われる予定はありません。
　大規模改修など対象となる事業が行われ
る際には、本計画の内容に基づき検討して
まいります。

　学校施設については、各小中学校及び施
設公園課と連携し、バリアフリー対応となっ
ているところの維持管理を行います。
　また、バリアフリー整備が行えていない場
所については、大規模改修時等に一体的
な整備を行います。

0 0

（教育総務課）
0 0

No. 項目 内容 計画（令和３年度）
実績（令和３年度） 計画（令和４年度）

所管課等A、Bは実施内容
Ｃ、Ｄ、Eはその理由

具体的な計画など

7
　エレベーター
の整備

　エレベーターの設置については、今後の
施設の改修計画に合わせ、施設の状況に
応じた整備を進めます。 0

（生涯学習推進
課）0 0
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　中央図書館改良工事設計委託　中央図
書館改良工事を実施するにあたり、必要な
バリアフリーの内容を踏まえるよう、設計委
託業者と調整します。

0

　中央図書館改良事業の実施設計におい
て、設計業者や施設公園課と本計画の内
容に基づく整備を協議します。

0 0

（図書館）
0 0

　本年度中には計画の対象となる事業が行
われる予定はありません。
　大規模改修など対象となる事業が行われ
る際には、本計画の内容に基づき検討して
まいります。

0 0

（スポーツ推進
課）0 0

【西口再開発】
　事業者選定にあたり、「バリアフリー法」、
「東京都福祉のまちづくり条例施設整備マ
ニュアル」等を遵守する旨を記載した要求
水準書を選定審査委員会事務局へ送付し
ます。また、公益施設の設置にあたり、所管
課と調整し、基準を満たしているか経過観
察をします。

0 0

（まちづくり計画
課）0 0

0

No. 項目 内容 計画（令和３年度）
実績（令和３年度） 計画（令和４年度）

所管課等A、Bは実施内容
Ｃ、Ｄ、Eはその理由

具体的な計画など

7
　エレベーター
の整備

　エレベーターの設置については、今後の
施設の改修計画に合わせ、施設の状況に
応じた整備を進めます。

8
　観覧席・客席
の整備

　観覧席・客席については、出入り口から
容易に到達でき、観覧しやすい位置に車
いす利用者のスペースを確保します。
　また、今後、大規模な改修工事が行われ
る際には、高齢者や障害のある人等のため
に、集団補聴設備の設置に配慮します。

　個別施設計画に記載されているユニバー
サルデザイン化の推進方針を踏まえ、施設
の更新や今後の改修に合わせて、バリアフ
リー整備を推進します。

0 0

施設所管課

（行政管理課）0 0

0

施設公園課

≪建築営繕グ
ループ≫

0
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0 0

（公民館）
0 0

　改修に備え、各施設の車いす利用者のス
ペース、集団補聴設備の調査を行います。

0 0

施設公園課

≪建築営繕グ
ループ≫

0 0

　個別施設計画に記載されているユニバー
サルデザイン化の推進方針を踏まえ、施設
の更新や今後の改修に合わせて、バリアフ
リー整備を推進します。

0 0

施設所管課

（行政管理課）0 0

　本年度中には計画の対象となる事業が行
われる予定はありません。
　対象となる事業が行われる際には、本計
画の内容に基づき実施できるよう課内で周
知徹底を図ります。

　庁舎及びもくせい会館は、既に授乳及び
おむつ替えの場所を設置していることから、
本年度に計画の対象となる事業を行う予定
はありません。
　本年度は、日常的に点検を実施し維持管
理に努めます。

0 0

（契約管財課）
0 0

No. 項目 内容 計画（令和３年度）
実績（令和３年度） 計画（令和４年度）

所管課等A、Bは実施内容
Ｃ、Ｄ、Eはその理由

具体的な計画など

8
　観覧席・客席
の整備

　観覧席・客席については、出入り口から
容易に到達でき、観覧しやすい位置に車
いす利用者のスペースを確保します。
　また、今後、大規模な改修工事が行われ
る際には、高齢者や障害のある人等のため
に、集団補聴設備の設置に配慮します。

9

　子育て支援環
境の整備(授乳
及びおむつ替え
の場所)

　乳幼児を連れた人が利用する施設には、
授乳及びおむつ替えの場所を設置し、子
育て支援環境の整備に努めます。
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　保健センター施設内に授乳室およびおむ
つ替えベッド等を継続して設置する。

0 0

（健康課）
0 0

0

（環境課）

≪ごみ対策係
≫

0 0

　本年度中には計画の対象となる事業が行
われる予定はありません。
　対象となる事業が行われる際には、本計
画の内容に基づき実施できるよう課内で周
知徹底を図ります。

0 0

（協働推進課）
0

【福祉センター】
　実施済みです。
　修繕などを行う際には、本計画の内容に
基づき実施できるよう課内で周知徹底を図り
ます。

0 0

　対象事業なし。

0 0

（障害福祉課）
0 0

（介護福祉課）
0 0

　本年度中には計画の対象となる事業が行
われる予定はありません。
　対象となる事業が行われる際には、本計
画の内容に基づき実施できるよう課内で周
知徹底を図り、整備等をする必要のある個
所がないかの状況把握を行います。。

0

　本年度中には計画の対象となる事業が行
われる予定はありません。
　対象となる事業が行われる際には、本計
画の内容に基づき実施できるよう課内で周
知徹底を図り、整備等をする必要のある個
所がないかの状況把握を行います。。

0 0

（環境課）

≪リサイクルセ
ンター係≫

0 0

9

　子育て支援環
境の整備(授乳
及びおむつ替え
の場所)

　乳幼児を連れた人が利用する施設には、
授乳及びおむつ替えの場所を設置し、子
育て支援環境の整備に努めます。

No. 項目 内容 計画（令和３年度）
実績（令和３年度） 計画（令和４年度）

所管課等A、Bは実施内容
Ｃ、Ｄ、Eはその理由

具体的な計画など

0
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0

　本年度中には計画の対象となる事業が行
われる予定はありません。
　大規模改修など対象となる事業が行われ
る際には、本計画の内容に基づき検討して
まいります。

0 0

（スポーツ推進
課）

0 0

　本年度中には計画の対象となる事業が行
われる予定はありません。
　対象となる事業が行われる際には、本計
画の内容に基づき実施できるよう課内で周
知徹底を図ります。
　また、本計画に基づく整備等をする必要
のある個所がないかの状況把握を行いま
す。

0 0

（生涯学習推進
課）0

0 0

　平成29年度に建築した防災食育センター
は整備済です。今後良好な維持管理に努
めます。

0 0

（教育支援課）

　学校施設については、各小中学校及び施
設公園課と連携し、バリアフリー対応となっ
ているところの維持管理を行います。
　また、バリアフリー整備が行えていない場
所については、大規模改修時等に一体的
な整備を行います。

0 0

（教育総務課）
0 0

【西口再開発】
　事業者選定にあたり、「乳幼児を持つ親が
安心して外出できる環境の整備事業実施要
綱」等を遵守する旨を記載した要求水準書
を選定審査委員会事務局へ送付します。ま
た、公益施設の設置にあたり、所管課と調
整し、基準を満たしているか経過観察をしま
す。

0 0

（まちづくり計画
課）0 0

具体的な計画など

0 0

　すでに整備済みで、本年度中に対象とな
る箇所はありません。

（子ども家庭支
援課）0 0

No. 項目 内容 計画（令和３年度）
実績（令和３年度） 計画（令和４年度）

所管課等A、Bは実施内容
Ｃ、Ｄ、Eはその理由

9

　子育て支援環
境の整備(授乳
及びおむつ替え
の場所)

　乳幼児を連れた人が利用する施設には、
授乳及びおむつ替えの場所を設置し、子
育て支援環境の整備に努めます。
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　本年度中には計画の対象となる事業が行
われる予定はありません。
　対象となる事業が行われる際には、本計
画の内容に基づき実施できるよう課内で周
知徹底を図ります。

0 0

（公民館）
0 0

所管課等A、Bは実施内容
Ｃ、Ｄ、Eはその理由

具体的な計画など
計画（令和３年度）

実績（令和３年度） 計画（令和４年度）

　中央図書館改良事業の実施設計におい
て、設計業者や施設公園課と本計画の内
容に基づく整備を協議します。

0 0

（図書館）
0 0

　中央図書館改良工事を実施するにあた
り、必要なバリアフリーの内容を踏まえるよ
う、設計委託業者と調整します。

0 0

施設公園課

≪建築営繕グ
ループ≫

0 0

　乳幼児を連れた人が利用する施設には、
授乳及びおむつ替えの場所を設置し、子
育て支援環境の整備に努めます。

No. 項目 内容

9

　子育て支援環
境の整備(授乳
及びおむつ替え
の場所)
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　既存設備の維持管理を行うとともに、対象
となる事業が行われる際には、本計画の内
容に基づき実施できるよう課内で周知徹底
を図ります。

0 0

施設所管課

（協働推進課）0 0

　体育施設の改修に備え、バリアフリー化の
調査を行います。

0 0

施設公園課

≪建築営繕グ
ループ≫

0 0

1
　体育施設のバ
リアフリーの推
進

　高齢者や障害のある人等に配慮し、だれ
もが体育施設を利用できるよう敷地内通
路、観戦スペース、だれでもトイレ、シャ
ワー室の整備など、バリアフリー化に努めま
す。

内容

分野３　建築物 （２）公共施設のバリアフリー化の推進

No. 項目

　本年度中には計画の対象となる事業が行
われる予定はありません。
　大規模改修など対象となる事業が行われ
る際には、本計画の内容に基づき検討して
まいります。

0 0

スポーツ推進課
0 0

計画（令和３年度）
実績（令和３年度） 計画（令和４年度）

所管課等A、Bは実施内容
Ｃ、Ｄ、Eはその理由

具体的な計画など

  第４期福生市バリアフリー推進計画＜28～32項＞
基本目標１ 施設等のバリアフリー

　すでに整備済みで、本年度中に対象とな
る箇所はありません。

0 0

（子ども家庭支
援課）0 0

2
　生涯学習施設
のバリアフリー
の推進

　生涯学習活動が「いつでも、どこでも、だ
れでも」取り組めるよう、学習施設のバリア
フリーを図り、市が主催する事業、市民が
参加する事業については、だれもが支障な
く参加できるよう配慮します。
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　市の公共施設等改修計画に沿って対応し
ていきます。

0 0

（公民館）
0 0

　中央図書館改良事業の実施設計におい
て、設計業者や施設公園課と本計画の内
容に基づく整備を協議します。

0 0

（図書館）
0 0

　中央図書館改良工事を実施するにあた
り、必要なバリアフリーの内容を踏まえるよ
う、設計委託業者と調整します。

0 0

施設公園課

≪建築営繕グ
ループ≫

0 0

0 0

（教育支援課）
0 0

　本年度中には計画の対象となる事業が行
われる予定はありません。
　対象となる事業が行われる際には、本計
画の内容に基づき実施できるよう課内で周
知徹底を図ります。
　また、本計画に基づく整備等をする必要
のある個所がないかの状況把握を行いま
す。

0 0

（生涯学習推進
課）0 0

　本年度中には計画の対象となる事業が行
われる予定はありません。
　大規模改修など対象となる事業が行われ
る際には、本計画の内容に基づき検討して
まいります。

0 0

（スポーツ推進
課）0 0

No. 項目 内容 計画（令和３年度）
実績（令和３年度） 計画（令和４年度）

所管課等A、Bは実施内容
Ｃ、Ｄ、Eはその理由

具体的な計画など

2
　生涯学習施設
のバリアフリー
の推進

　生涯学習活動が「いつでも、どこでも、だ
れでも」取り組めるよう、学習施設のバリア
フリーを図り、市が主催する事業、市民が
参加する事業については、だれもが支障な
く参加できるよう配慮します。

　平成29年度建築した防災食育センターで
は、対象外です。
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0 0

　個別施設計画に記載されているユニバー
サルデザイン化の推進方針を踏まえ、施設
の更新や今後の改修に合わせて、バリアフ
リー整備を推進します。

0 0

施設所管課

（行政管理課）0 0

　庁舎及びもくせい会館について、「東京都
福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル」
に沿った整備状況が維持されているか状況
を把握します。

0 0

（契約管財課）
0 0

0

　平成９年建築の福東会館について、バリ
アフリーの整備状況を確認します。

0 0

（協働推進課）
0 0

　障害者が利用する施設として整備されて
いるため、バリアフリー対応となっています
が、常に状況把握に努めます。

0 0

（障害福祉課）

　バリアフリーの整備状況を確認します。

0 0

（環境課）

≪ごみ対策係
≫

0

No. 項目 内容 計画（令和３年度）
実績（令和３年度） 計画（令和４年度）

所管課等A、Bは実施内容
Ｃ、Ｄ、Eはその理由

具体的な計画など

　バリアフリーの整備状況を確認します。

0 0

（環境課）

≪リサイクルセ
ンター係≫

0 0

3
　施設のバリア
フリー整備状況
の把握

　各施設の管理担当者が、「東京都福祉の
まちづくり条例施設整備マニュアル」を参
考に、常に所管施設のバリアフリー整備状
況を把握します。
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　平成29年建築の防災食育センターについ
て、バリアフリーの整備状況を確認します。

0 0

（教育支援課）
0 0

　学校施設については、各小中学校及び施
設公園課と連携し、バリアフリー対応となっ
ているところの維持管理を行います。
　また、バリアフリー整備が行えていない場
所については、大規模改修時等に一体的
な整備を行います。

0 0

（教育総務課）
0 0

【福祉センター】
　本計画に基づく整備等をする必要のある
個所がないかの状況把握に努めます。

0 0

（まちづくり計画
課）0 0

　すでに整備済みで、本年度中に対象とな
る箇所はありません。

0 0

（子ども家庭支
援課）0 0

　保健センターについてバリアフリーの整備
状況を確認します。

0

0 0

（介護福祉課）

計画（令和４年度）
所管課等A、Bは実施内容

Ｃ、Ｄ、Eはその理由
具体的な計画など

0

0

（健康課）
0 0

【西口再開発】
　事業者選定にあたり、「バリアフリー法」、
「東京都福祉のまちづくり条例施設整備マ
ニュアル」等を遵守する旨を記載した要求
水準書を選定審査委員会事務局へ送付し
ます。また、公益施設の設置にあたり、所管
課と調整し、基準を満たしているか経過観
察をします。

　各施設の管理担当者が、「東京都福祉の
まちづくり条例施設整備マニュアル」を参
考に、常に所管施設のバリアフリー整備状
況を把握します。

3
　施設のバリア
フリー整備状況
の把握

No. 項目 内容 計画（令和３年度）
実績（令和３年度）

0
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A、Bは実施内容
Ｃ、Ｄ、Eはその理由

具体的な計画など

　昭和45年建築のさくら会館、昭和54年建
築の松林会館、昭和55年建築の白梅会館
について、バリアフリーの整備状況を確認し
ます。

0 0

（公民館）
0 0

3
　施設のバリア
フリー整備状況
の把握

　各施設の管理担当者が、「東京都福祉の
まちづくり条例施設整備マニュアル」を参
考に、常に所管施設のバリアフリー整備状
況を把握します。

　各図書館のバリアフリー整備状況を確認
します。

0 0

（図書館）
0 0

　バリアフリー整備状況の把握を行います。

0 0

（生涯学習推進
課）0 0

　所管している体育施設について、バリアフ
リーの整備状況を確認します。

0 0

（スポーツ推進
課）0 0

00
（契約管財課）

00
　本年度、庁舎及びもくせい会館について
は、新設、改修等の予定はございません
が、今後新設、改修等の際はユニバーサル
デザインを踏まえたバリアフリー整備につい
て、設計業者等と十分協議を行います。

00

施設所管課

（行政管理課）

00

　個別施設計画に記載されているユニバー
サルデザイン化の推進方針を踏まえ、施設
の更新や今後の改修に合わせて、バリアフ
リー整備を推進します。

No. 項目 内容 計画（令和３年度）
実績（令和３年度） 計画（令和４年度）

所管課等

4
　設計業者等と
の協議

　施設の新設、改修等の際には、設計業者
または工事請負業者とユニバーサルデザ
インを踏まえたバリアフリー整備について、
十分な協議を行います。
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0

　本年度には計画はありませんが、当該施
設の新築、改修等の際には、設計業者また
は工事請負業者とユニバーサルデザインを
踏まえたバリアフリー整備について、十分な
協議を行います。

0 0

【福祉センター】
　本年度中には計画の対象となる事業が行
われる予定はありません。
　　対象となる事業が行われる際には、本計
画の内容に基づき実施できるよう課内で周
知徹底を図ります。

0 0

　本年度には計画はありませんが、当該施
設の新築、改修等の際には、設計業者また
は工事請負業者とユニバーサルデザインを
踏まえたバリアフリー整備について、十分な
協議を行います。

0 0

（環境課）

≪ごみ対策係
≫

0 0

No. 項目 内容 計画（令和３年度）
実績（令和３年度） 計画（令和４年度）

所管課等A、Bは実施内容
Ｃ、Ｄ、Eはその理由

具体的な計画など

4
　設計業者等と
の協議

　施設の新設、改修等の際には、設計業者
または工事請負業者とユニバーサルデザ
インを踏まえたバリアフリー整備について、
十分な協議を行います。

（環境課）

≪リサイクルセ
ンター係≫

0 0

（介護福祉課）
0 0

　保健センターの移転が計画されている福
生駅西口地区公共施設整備にあたっては、
関係部署と連携しバリアフリーの整備につ
いて検討します。

0 0

（健康課）

　本年度中には計画の対象となる事業が行
われる予定はありません。
　対象となる事業が行われる際には、本計
画の内容に基づき実施できるよう課内で周
知徹底を図ります。

0 0

（協働推進課）
0 0

　施設の改修等を行う際には、ユニバーサ
ルデザインを踏まえたバリアフリー整備につ
いて、十分な協議を行います。

0 0

（障害福祉課）
0

0 0
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　本年度中には計画の対象となる事業が行
われる予定はありません。
　大規模改修など対象となる事業が行われ
る際には、本計画の内容に基づき検討して
まいります。

0 0

（スポーツ推進
課）

0

　平成29年度に建築した防災食育センター
は整備済です。今後良好な維持管理に努
めます。

0 0

（教育支援課）
0 0

　本年度中には計画の対象となる事業が行
われる予定はありません。
　対象となる事業が行われる際には、本計
画の内容に基づき実施できるよう課内で周
知徹底を図ります。
　また、本計画に基づく整備等をする必要
のある個所がないかの状況把握を行いま
す。

0 0

（生涯学習推進
課）0

　本年度中に対象となる箇所はありません。
対象となる事業が行われる際には、実施で
きるように他部署と連携いたします。

0 0

（子ども家庭支
援課）0 0

【西口再開発】
　事業者選定にあたり、「官庁施設のユニ
バーサルデザインに関する基準」等を遵守
する旨を記載した要求水準書を選定審査
委員会事務局へ送付します。また、公益施
設の設置にあたり、所管課と調整し、基準を
満たしているか経過観察をします。

0 0

（まちづくり計画
課）0 0

　学校施設については、各小中学校及び施
設公園課と連携し、改修時等には十分な協
議を行います。

0 0

（教育総務課）
0 0

4
　設計業者等と
の協議

　施設の新設、改修等の際には、設計業者
または工事請負業者とユニバーサルデザ
インを踏まえたバリアフリー整備について、
十分な協議を行います。

0 0

No. 項目 内容 計画（令和３年度）
実績（令和３年度） 計画（令和４年度）

所管課等A、Bは実施内容
Ｃ、Ｄ、Eはその理由

具体的な計画など
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　中央図書館改良事業の実施設計におい
て、設計業者や施設公園課と本計画の内
容に基づく整備を協議します。

0 0

（図書館）
0 0

0 0

（公民館）
0 0

　中央図書館改良工事を実施するにあた
り、必要なバリアフリーの内容を踏まえるよ
う、設計委託業者と調整します。

0 0

施設公園課

≪建築営繕グ
ループ≫

0 0

　施設の新設、改修等の際には、設計業者
または工事請負業者とユニバーサルデザ
インを踏まえたバリアフリー整備について、
十分な協議を行います。

4
　設計業者等と
の協議

　対象となる事業が行われる際には、本計
画の内容に基づき実施できるよう課内で周
知徹底を図ります。

A、Bは実施内容
Ｃ、Ｄ、Eはその理由

具体的な計画など
No. 項目 内容 計画（令和３年度）

実績（令和３年度） 計画（令和４年度）
所管課等
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0 0

1
　自立支援住宅
改修給付

　65歳以上で、手すり・床段差の解消など
について住宅改修が必要と認められる方
について、費用の一部を助成します。

　継続実施
　目標30件

0 0

介護福祉課
0 0

  第４期福生市バリアフリー推進計画＜28～32項＞
基本目標１ 施設等のバリアフリー

分野３　建築物 （３）民間施設・住宅のバリアフリー化の推進

No. 項目

2

　東京都福祉の
まちづくり条例
に基づく助言・
指導

　東京都が定めた「東京都福祉のまちづく
り条例」に基づき、建築物などの新設・改修
等をする場合に指導・助言を行います。

　設計業者等の事業者に対し、「東京都福
祉のまちづくり条例」に基づき、当該条例の
対象となる施設の新設・改修時における指
導・助言を行います。

0 0

社会福祉課
0 0

3
　保育施設の整
備

　保育園園舎の建替え等の施設整備にお
いて、玄関、通路、保育室等のバリアフリー
化やユニバーサルデザイン化に努めるよ
う、指導・助言を行います。

　市内保育園から施設整備の相談があった
場合は、バリアフリー化やユニバーサルデ
ザイン化に努めるよう、指導・助言を行いま
す。

0 0

子ども育成課

内容 計画（令和３年度）
実績（令和３年度） 計画（令和４年度）

所管課等A、Bは実施内容
Ｃ、Ｄ、Eはその理由

具体的な計画など
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0 0

3 　トイレの整備
　だれでもトイレを設置するなど、高齢者や
障害のある人、乳幼児を連れた人の利用
に支障がないトイレの整備に努めます。 0 0

施設公園課

≪施設公園グ
ループ≫

0 0

4
　障害者用駐車
スペースの確保

　駐車場が確保されている公園について
は、障害者用駐車スペースを確保します。

　駐車場が確保されている公園で、障害者
用駐車場が確保されていない公園（対象公
園３か所中２か所については設置済みで
す。）ついては、障害者用駐車スペースを確
保していきます。

0 0

施設公園課

≪施設公園グ
ループ≫

1
　出入口や園路
の整備

　出入口や園路については、だれもが円滑
に移動できるよう、段差の解消を図るととも
に、スロープ（傾斜路）や手すり、わかりや
すい案内表示の整備に努めます。

　公園の整備及び改修時には、東京都福
祉のまちづくり条例の基準に適合するよう、
整備を進めていきます。

0 0

施設公園課

≪施設公園グ
ループ≫

0 0

No. 項目 内容 計画（令和３年度）
実績（令和３年度） 計画（令和４年度）

所管課等A、Bは実施内容
Ｃ、Ｄ、Eはその理由

具体的な計画など

　現在のユニバーサルデザイン以外のトイレ
については、誰でも支障なく利用できるよう
トイレの更新時等の際に整備に努めていき
ます。

  第４期福生市バリアフリー推進計画＜33～34項＞
基本目標１ 施設等のバリアフリー

分野４　都市公園 　（１）だれもが利用しやすい公園の整備

　公園の遊具については、だれもが使える
よう、ユニバーサルデザインのものを採用
し、整備に努めます。

　健康遊具において、ユニバーサルデザイ
ンのピクトサイン（説明板）を採用し、整備を
進めていきます。

0 0

施設公園課

≪施設公園グ
ループ≫

0 0

　本年度中には計画の対象となる事業が行
われる予定はありません。
　対象となる事業が行われる際には、本計
画の内容に基づき実施できるよう課内で周
知徹底を図り、整備等をする必要のある個
所がないかの状況把握を行います。。

0 0

（環境課）

≪ごみ対策係
≫

0 0

2 　遊具の整備
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0

施設公園課

≪施設公園グ
ループ≫

0 0

No. 項目 内容 計画（令和３年度）
実績（令和３年度） 計画（令和４年度）

所管課等A、Bは実施内容
Ｃ、Ｄ、Eはその理由

具体的な計画など

7
　公園・緑地整
備計画の策定

　公園・緑地76か所について、バリアフリー
法施行によるユニバーサルデザイン化等、
バリアフリーの視点に立った整備計画を策
定します。

　公園・緑地76か所について、バリアフリー
法施行によるユニバーサルデザイン化等、
バリアフリーの視点に立った整備計画を策
定します。

0 0

施設公園課

≪施設公園グ
ループ≫

0 0

5
　憩いの場の整
備

　公園が市民にとって快適でうるおいのあ
る憩いの場となり、だれもが支障なく利用で
きるよう、施設の整備に努めます。

　公園パトロール等により、点検を実施し、
施設の補修、樹木の管理等を適切に行い、
市民に憩いの場を提供していきます。

0

6
　公園ボラン
ティア制度の実
施

　公園ボランティア制度を広く市民に周知
し、地域住民に清掃等の管理を依頼するこ
とにより、だれもが快適に公園を利用できる
よう努めていきます。

　「公園ボランティア制度」を広く市民に周知
し、多くの地域住民に公園の維持管理に参
加してもらうことにより、だれもが快適に公園
を利用できるよう努めていきます。

0 0

施設公園課

≪施設公園グ
ループ≫

0 0
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教育総務課
0 0

0 0

1
　学校施設のバ
リアフリー化の
推進

　学校施設については、「学校施設バリア
フリー化推進指針（平成16年３月）」や関係
省庁の施設補助事業を考慮しながら、施
設のバリアフリー化に努めていきます。

  第４期福生市バリアフリー推進計画＜35項＞
基本目標１ 施設等のバリアフリー

　学校施設の改修に備え、バリアフリー化の
調査を行います。

0 0

施設公園課

≪建築営繕グ
ループ≫

実績（令和３年度） 計画（令和４年度）
所管課等A、Bは実施内容

Ｃ、Ｄ、Eはその理由
具体的な計画など

　学校施設については、各小中学校及び施
設公園課と連携し、バリアフリー対応となっ
ているところの維持管理を行います。
　また、バリアフリー整備が行えていない場
所については、大規模改修時等に一体的
な整備を行います。

0 0

No. 項目 内容 計画（令和３年度）

分野５　学校施設 　（１）学校施設のバリアフリー
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0 0
ア　学習講座の開催
　心のバリアフリー・ユニバーサルデザイン
を普及させるため、バリアフリー、ユニバー
サルデザイン、ノーマライゼーション、福
祉、人権など、関連する分野の学習講座の
定期的な開催等に努めます。

イ　ポスターの作成、掲示等及びホーム
　ページへの掲載
　ポスターやホームページにより、市民へ
心のバリアフリー・ユニバーサルデザインと
いう言葉や内容をＰＲし、啓発に努めます。

　心のバリアフ
リー・ユニバー
サルデザインの
普及・啓発

4

ア　学習講座の開催
　福祉、人権などの講座を継続的に実施し
ます。

イ　ポスターの作成、掲示等及びホーム
　ページへの掲載
　ポスターやホームページ等を活用して成
年学級にじのはらっぱの周知を行います。

0 0
公民館

　令和２年度に全校開設した中学校特別支
援教室の充実を図ります。

0 0

教育支援課
0 0

1
　人権教育の推
進

　東京都教育委員会『人権教育プログラ
ム』に基づき、人権尊重の理念を広く社会
に定着させ、あらゆる偏見や差別をなくす
ため、学校の教育活動全体を通して組織
的・計画的に人権教育を推進します。

　全校において、東京都教育委員会「人権
教育プログラム」を活用し、人権教育全体計
画及び年間指導計画に基づき、児童・生徒
の人権意識を高める人権教育を推進しま
す。

0

　全庁を挙げてバリアフリー、ユニバーサル
デザイン等を推進するため、全課各職員に
対して、『第４期福生市バリアフリー推進計
画』の内容等について周知、徹底するよう協
力を促します。
　また、バリアフリーの取組について広報紙
に掲載し、市民への普及・啓発に努めま
す。

0 0

全課

（社会福祉課）0 0

  第４期福生市バリアフリー推進計画＜36～37項＞
基本目標２ 心のバリアフリー

No. 項目 内容 計画（令和３年度）
実績（令和３年度） 計画（令和４年度）

所管課等A、Bは実施内容
Ｃ、Ｄ、Eはその理由

具体的な計画など

分野１　学校教育と生涯学習 （１）心のバリアフリー・ユニバーサルデザインの推進

3
　市民への普
及・啓発

　市民へのバリアフリーやユニバーサルデ
ザインの普及・啓発を図ることにより、高齢
者や障害のある人等への思いやり意識を
高め、ハード・ソフトの両面からバリアフリー
化を推進します。

2
　特別支援教育
の推進体制の
整備

　福生市特別支援教育計画第二期第二次
実施計画に基づき、組織的、計画的に特
別支援教育の推進体制を整えていきます。

0

教育指導課
0 0
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6
　高齢者や障害
のある人との交
流の促進

　保育所や幼稚園に通う幼児期のころから
地域の老人クラブや高齢者施設、障害者
施設、地域の団体、グループ等の高齢者
や障害のある人との交流を奨励していきま
す。

　高齢者や障害者との地域での交流につい
ては、新型コロナウイルスの影響により、中
止する予定です。

0 0

公民館
0 0

　地域まなびあいボランティア制度を活用し
た、高齢者施設等でのボランティア活動を
推進します。

0 0

生涯学習推進
課0 0

5
　ボランティア活
動の推進

　高齢者や障害のある人へのボランティア
活動を推進し、心のバリアフリー・ユニバー
サルデザインへ通じる市民の心を育んでい
きます。

　青年学級にじのはらっぱに係るボランティ
ア・スタッフの研修等を実施します。

0 0

公民館
0 0

No. 項目 内容 計画（令和３年度）
実績（令和３年度） 計画（令和４年度）

所管課等A、Bは実施内容
Ｃ、Ｄ、Eはその理由

具体的な計画など
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0 0

介護福祉課
0 0

1

　高齢者や障害
のある人等を対
象とした事業の
充実

　市が実施しているイベントやスポーツ教
室、レクリエーション事業、教養講座の中に
は、身体的な理由で市民の平等な参加が
困難な事業があるため、だれもが参加でき
る事業の実施に努めるとともに、高齢者や
障害のある人等を対象とした事業の充実を
図ります。

　全庁を挙げてバリアフリー、ユニバーサル
デザイン等を推進するため、全課各職員に
対して、『第４期福生市バリアフリー推進計
画』の内容等について周知、徹底するよう協
力を促します。

0 0

全課

（社会福祉課）0 0

　災害時の避難行動要支援者について、対
象者の避難情報等を得た場合は、市へ情
報提供いただけるよう、民生委員・児童委員
に協力依頼を行います。

0 0

社会福祉課
0 0

2
　近隣の高齢者
や障害のある
人等への配慮

　近隣に住む高齢者や障害のある人等が
困っているときには、思いやりを持ち地域
全体で見守り、非常時には地域住民が協
力して避難誘導できるような環境づくりに努
めます。

　平成30年度に全戸配布した「災害時の避
難誘導　障害者を支援する時のポイント」を
ホームページや窓口等で配布し、引き続き
周知を図ります。

0 0

障害福祉課
0 0

　社会福祉協議会に対し、福祉活動専門員
補助金を交付することで、小地域福祉活動
を支援します。

計画（令和４年度）
所管課等A、Bは実施内容

Ｃ、Ｄ、Eはその理由
具体的な計画など

　（１）心のバリアフリー・ユニバーサルデザインの環境整備分野２　環境整備

  第４期福生市バリアフリー推進計画＜38～39項＞
基本目標２ 心のバリアフリー

No. 項目 内容 計画（令和３年度）
実績（令和３年度）

3
　身体障害者補
助犬同伴者へ
の理解の促進

　「身体障害者補助犬法」(平成14年法律
第49号)の施行により、官公庁等の公共機
関や公共交通機関、不特定多数の人が利
用する施設等においては、身体障害者補
助犬(盲導犬、介助犬、聴導犬)の同伴を拒
んではならないことになっているため、市民
及び民間事業者が同法の趣旨を理解し、
身体障害者補助犬同伴者の社会参加促
進に協力できるよう、広報等でＰＲしていき
ます。

　広報・ホームページで周知を図ります。
0 0

障害福祉課

0 0
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ア　使用料の減免、入場料の軽減
　障害のある人の社会参加促進を図るた
め、市施設の使用料減免、スポーツ、芸
術、文化事業等市が主催する事業の入場
料軽減に努めます。

　障害のある人
の支援

4

0

　福生市立学校施設整備使用条例を遵守
するとともに、実際の運用については、福生
市立学校施設設備使用条例施行規則に基
づきスポーツ推進課が実施します。

0 0

（教育総務課）
0 0

　「使用料・手数料等受益者負担適正化方
針」に従い、減免・免除を実施します。

0 0

（介護福祉課）
0

【西口再開発】
　使用料の減免、入場料の軽減について
は、設備などが具体化してきた段階でプロ
ジェクトマネジメント企業と協議をしていきま
す。

0 0

（まちづくり計画
課）0 0

No. 項目 内容 計画（令和３年度）
実績（令和３年度） 計画（令和４年度）

所管課等A、Bは実施内容
Ｃ、Ｄ、Eはその理由

具体的な計画など

　使用料・手数料等受益者負担適正化方
針の改定に当たり、障害者の社会参加促進
が妨げられないよう配慮を行います。

0 0

施設所管課

（行政管理課）0 0

0 0

（障害福祉課）

　本計画の内容に基づく使用料減免につい
ては、福東会館条例及び同施行規則に定
められており、今後必要に応じて見直しを行
います。

0 0

（協働推進課）
0 0

　引き続き使用料がかからないよう努めま
す。

0 0
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ア　使用料の減免、入場料の軽減
　障害のある人の社会参加促進を図るた
め、市施設の使用料減免、スポーツ、芸
術、文化事業等市が主催する事業の入場
料軽減に努めます。

　障害のある人
の支援

4

No. 項目 内容 計画（令和３年度）
実績（令和３年度） 計画（令和４年度）

所管課等A、Bは実施内容
Ｃ、Ｄ、Eはその理由

具体的な計画など

0

（生涯学習推進
課）

イ　障害者団体等への支援
　障害者団体や民間団体が主催する障害
のある人のためのスポーツ、芸術、文化事
業等の行事を積極的に支援していきます。

　障害者団体に補助金を交付して、障害者
の社会参加を支援します。

0 0

0

（図書館）

（公民館）

　平成29年度建築した防災食育センターで
は、使用料及び入場料は徴収していませ
ん。

0 0

（教育支援課）
0 0

　「使用料・手数料等に関する減額・免除基
準の統一について」に基づき、地域会館及
びプチギャラリーの使用料を免除します。

0

　「使用料・手数料等に関する減額・免除基
準の統一について」に基づき、地域会館の
使用料を免除します。

0

00

0 0

　市の「使用料・手数料等に関する減額・免
除基準の統一について」に基づき、対応し
ます。

0

0 0

障害福祉課
0

0

0

　福生市体育施設条例及び福生市体育館
条例及び福生市立学校施設設備使用条例
施行規則に基づき、適切に実施していきま
す。

0 0

（スポーツ推進
課）0 0
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No. 項目 内容 計画（令和３年度）
実績（令和３年度） 計画（令和４年度）

所管課等A、Bは実施内容
Ｃ、Ｄ、Eはその理由

具体的な計画など

　「障害者のための災害時避難行動マニュ
アル」や「災害時の避難誘導　障害者を支
援する時のポイント」をホームページで周知
するとともに、窓口配布等を行います。

0 0

（障害福祉課）
0 0

　避難行動要支援者の把握に努め、個人
情報の更新、制度の周知、登録の推奨を行
い、支援体制を整備して災害時に備えま
す。

0 0

防災危機管理
課0 0

0 0

　民生委員・児童委員協議会と協議し、避
難行動要支援者が円滑に避難できるよう支
援します。

0

　避難行動要支援者が速やかに避難できる
よう関連機関と連携・協力します。

0 0

（介護福祉課）
0 0

　高齢者や障害のある人の中には、災害時
に自力で避難できない人や、家族がいる場
合でも日中は一人で過ごしている人もいる
ため、自主防災組織など地域住民をはじ
め、民生委員・児童委員、消防署や消防
団、警察署、社会福祉協議会などと連携・
協力し、非常時の対応を図っていきます。

　避難行動要支
援者への支援

6

0

福祉保健部

（社会福祉課）

5 　福祉バスを運行します。

0 0

介護福祉課
0 0

　福祉バスの運
行

　交通弱者である高齢者等を対象に市内
の福祉施設を巡回するバスを運行します。

50 / 55 ページ



5
　福祉サービス
ガイドブックの
作成

　福祉サービスの情報等が的確かつ適切
に市民に提供できるよう、福祉サービスの
総合的なガイドブックを作成し、情報提供
手段の充実に努めます。

障害福祉課
0 0

  第４期福生市バリアフリー推進計画＜40～41項＞

1
　わかりやすい
情報提供の配
慮 0

　子育て中の保護者向けに、子育てハンド
ブックを作成し提供いたします。

0 0

（子ども家庭支
援課）0 0

3

　視覚障害者・
聴覚障害者へ
の情報サービス
の充実

　図書館における点字図書、録音資料や
字幕付きＤＶＤなど視覚障害者や聴覚障
害者への情報サービスの充実を図ります。

　大活字資料の購入や、障害者用録音資
料の購入を行います。

0 0

図書館
0 0

4
　ホームページ
のバリアフリー
化等

　多くの人が容易に情報を得ることができる
ように画面の色の使い方等、アクセシビリ
ティに配慮していきます。

　平成28年９月に行ったリニューアルをベー
スに、アクセシビリティに配慮したホーム
ページの運営を行います。

0 0

秘書広報課
0 0

　福祉サービスガイドブックを作成し、適切
に情報提供できるように努めます。

0 0

2

　災害情報のバ
リアフリー化等
の推進

　災害時においては、文字表示機能を活
用し、聴覚障害者への情報提供に配慮し、
行政と関係機関、地域住民による協力体
制の確立に努めていきます。

　火災、大雨、台風などの災害発生時に防
災行政無線屋外文字表示板及び聴覚障害
者に貸与している文字表示板を活用して、
情報提供を行います。

0 0

防災危機管理
課0 0

　広報その他、教育委員会や議会も含めた
市の情報を提供する際には、わかりやすい
文章で内容を表現し、字体や大きさについ
ても配慮を行います。また、広報ふっさ、市
議会だより、福生の教育等音声による広報
の充実に努めていきます。

　全庁を挙げてバリアフリー、ユニバーサル
デザイン等を推進するため、全課各職員に
対して、『第４期福生市バリアフリー推進計
画』の内容等について周知、徹底するよう協
力を促します。

0 0

全課

（社会福祉課）0

No. 項目 内容 計画（令和３年度）
実績（令和３年度） 計画（令和４年度）

所管課等A、Bは実施内容
Ｃ、Ｄ、Eはその理由

具体的な計画など

基本目標３ 情報のバリアフリー

分野１　情報 （１）情報のバリアフリー化の推進
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　意思疎通が困難な外国人住民及び聴覚
障害者と、テレビ電話多言語通訳サービス
を活用し、通訳者を介して対話し、職員との
円滑な意思疎通を図ります。

0 0

市民部

（総合窓口課）0 0

　積極的にタブレット端末を利用し、意思疎
通を図ります。

0 0

（課税課）
0 0

　外国語や手話などによるコミュニケーショ
ンが必要な方に対しては、総合窓口課で導
入しているテレビ電話多言語通訳サービス
を活用していきます。

0 0

（収納課）
0 0

8
　対面音訳の実
施

　視覚障害等により、墨字資料を読むこと
が困難な方に対し、ボランティアの協力を
得て、対面音訳事業を実施します。

　ボランティアの協力を得て実施を予定し、
バリアフリー体験上映会を行うなど事業の周
知に努めます。

0 0

図書館
0 0

No. 項目 内容 計画（令和３年度）
実績（令和３年度） 計画（令和４年度）

所管課等A、Bは実施内容
Ｃ、Ｄ、Eはその理由

具体的な計画など

6
　バリアフリー
マップの作成

　すべての人が外出する際の参考となるよ
う、バリアフリーマップの作成について、市
民や関係機関との協働により取り組みま
す。

7
　図書館資料の
宅配

　身体障害等により福生市立図書館に来
館することが困難な方に、図書館資料を自
宅に配達し貸し出す事業を実施します。ま
た、宅配事業に準じて図書館資料（点字図
書館、市外図書館借用資料含む）の郵送
サービスも実施します。

　宅配について月に一度、対象利用者に実
施します。郵送サービスも随時行います。

0 0

図書館
0 0

　過去に、市民団体が作成をしていますが、
現状、市では作成をしていません。作成の
検討を含め、わかりやすいマップ作成の情
報収集に努めます。

0 0

社会福祉課
0 0

9

　ＩＣＴ機器の活
用によるコミュ
ニケーションの
充実

　タブレット端末などのＩＣＴ（情報通信技
術）機器を活用し、円滑な意思疎通をはか
ります。
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9

　ＩＣＴ機器の活
用によるコミュ
ニケーションの
充実

　タブレット端末などのＩＣＴ（情報通信技
術）機器を活用し、円滑な意思疎通をはか
ります。

　令和２年度に引き続き、外国籍の保護者と
市職員や保育士等の十分なコミュニケー
ションが図れるよう、専用のタブレット端末を
導入し、テレビ電話による多言語通訳を行
い、児童の病気・アレルギー等の確認や制
度等の説明に活用します。

0 0

子ども家庭部

（子ども育成課）0 0

No. 項目 内容 計画（令和３年度）
実績（令和３年度） 計画（令和４年度）

所管課等

　日本語で意思疎通のできない来庁者には
総合窓口課にあるタブレットを活用し、円滑
な意思疎通をはかります。

0 0

（保険年金課）
0 0

　テレビ電話多言語通訳サービスに手話通
訳サービスを追加、活用することで、更に市
民との意思疎通を図ります。

0 0

（健康課）
0 0

　高齢者がスマートフォンを使えるように講
座等の開催を支援します。

0 0

（介護福祉課）
0 0

A、Bは実施内容
Ｃ、Ｄ、Eはその理由

具体的な計画など

　日本語で意思疎通のできない来庁者には
障害福祉課にあるタブレットを活用し、円滑
な意思疎通を図ります。

0 0

福祉保健部

（社会福祉課）0 0

　聴覚障害者や外国人と円滑な意思疎通を
図るため、手話通訳、多言語通訳が利用で
きる専用のタブレット端末を窓口に設置しま
す。

0 0

（障害福祉課）
0 0
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9

　ＩＣＴ機器の活
用によるコミュ
ニケーションの
充実

　タブレット端末などのＩＣＴ（情報通信技
術）機器を活用し、円滑な意思疎通をはか
ります。

　対象支援者に対し、必要に応じてタブレッ
ト端末やICT機器を使用しながら対応してい
きます。

0 0

（子ども家庭支
援課）0

No.

0

　本年度中には計画の対象となる事業が行
われる予定はありません。
　対象となる事業が行われる際には、本計
画の内容に基づき実施できるよう課内で周
知徹底を図ります。
　また、本計画に基づく整備等をする必要
のある個所がないかの状況把握を行いま
す。

0 0

（生涯学習推進
課）0 0

0

項目 内容 計画（令和３年度）
実績（令和３年度） 計画（令和４年度）

所管課等A、Bは実施内容
Ｃ、Ｄ、Eはその理由

具体的な計画など

　日本語での会話が困難な児童・生徒や弱
視者等の特別な支援が必要な児童・生徒と
のコミュニケーションにおいて、タブレット端
末の補助機能等を活用して円滑な意思疎
通を図ります。

0 0

0 0

（教育支援課）
0

　本年度中には計画の対象となる事業が行
われる予定はありません。
　大規模改修など対象となる事業が行われ
る際には、本計画の内容に基づき検討して
まいります。

0 0

（スポーツ推進
課）0 0

（教育指導課）
0 0

　平成29年度に建築した防災食育センター
では、現在計画の対象となる事業はありま
せんが、今後対象となる事業が行われる際
には、本計画の内容に基づき実施できるよ
う課内で周知を図ります。
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No. 項目 内容 計画（令和３年度）
実績（令和３年度） 計画（令和４年度）

所管課等A、Bは実施内容
Ｃ、Ｄ、Eはその理由

具体的な計画など

0 0

（公民館）
0

　福生市立図書館ホームページのWebサー
ビスの周知に努めます。

0 0

（図書館）
0 0

　デジタルツールを活用した講座を開催し、
操作方法等の支援を行います。

0

9

　ＩＣＴ機器の活
用によるコミュ
ニケーションの
充実

　タブレット端末などのＩＣＴ（情報通信技
術）機器を活用し、円滑な意思疎通をはか
ります。
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